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 令 和 ６ 年 第 ３ 回 伊 佐 市 議 会 定 例 会 の 開 会 に あ た り 、 議

案 第 46号 、 議 案 第 56号 及 び 議 案 第 57号 に つ い て 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

 

 

 ま ず 、 議 案 第 46号 の 「 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と 」

に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 議 案 第 46号 は 、「 令 和 ６ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ４ 号 ）」 を 専 決 処 分 し た も の で あ り ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 民 生 費 に つ き ま し て 、 子 育 て 支 援 セ ン

タ ー 及 び 子 ど も 第 三 の 居 場 所 の 建 設 に 伴 う 実 施 設 計 等 に

要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 こ れ ら の 財 源 に つ き ま し て は 、 繰 入 金 を も っ て 充 当 し

て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 720

万 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

191億 7, 4 3 4万 ２ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 こ の ほ か 、 債 務 負 担 行 為 に お い て 、 子 育 て 支 援 セ ン タ

ー 等 整 備 事 業 を 新 た に 追 加 す る 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 特 に 緊 急 を 要 す る た め 、 議 会 を

招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め た

の で 、 地 方 自 治 法 第 179条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 し

た も の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 、 承 認

を 求 め る も の で あ り ま す 。  
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 次 に 、 議 案 第 56号 及 び 議 案 第 57号 の 「 工 事 請 負 契 約 の

締 結 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 議 案 第 56号 に つ き ま し て は 、 新 庁 舎 建 設 及 び 大 口 ふ れ

あ い セ ン タ ー の 大 規 模 改 修 に 伴 う 「 伊 佐 市 新 庁 舎 建 設 ・

大 口 ふ れ あ い セ ン タ ー 大 規 模 改 修 工 事 （ 電 気 設 備 工 事 ）」

の 条 件 付 一 般 競 争 入 札 を 実 施 し た 結 果 、 入 札 価 格 ５ 億

9,6 0 0万 円 に 消 費 税 を 加 算 し た 価 格 ６ 億 5,5 6 0万 円 で 「 伊

佐 市 大 口 里 224 9番 地  南 電 工 ・ 大 鹿 ・ 田 代 特 定 建 設 工 事

共 同 企 業 体 」 が 落 札 し 、 議 案 第 57号 に つ き ま し て は 、 同

じ く 新 庁 舎 建 設 及 び 大 口 ふ れ あ い セ ン タ ー の 大 規 模 改 修

に 伴 う 「 伊 佐 市 新 庁 舎 建 設 ・ 大 口 ふ れ あ い セ ン タ ー 大 規

模 改 修 工 事 （ 機 械 設 備 工 事 ）」 の 条 件 付 一 般 競 争 入 札 を 実

施 し た 結 果 、 入 札 価 格 ４ 億 8,8 0 0万 円 に 消 費 税 を 加 算 し た

価 格 ５ 億 3,6 8 0万 円 で 「 鹿 児 島 市 南 栄 五 丁 目 10番 地 10  テ

ク ノ 冷 熱 ・ 荒 武 工 務 店 ・ 國 玉 建 設 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業

体 」 が 落 札 し 、 そ れ ぞ れ ８ 月 14日 に 建 設 工 事 請 負 仮 契 約

を 締 結 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 96条 第 １ 項 第 ５ 号 及

び 伊 佐 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は

処 分 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求

め る も の で あ り ま す 。  

 

 こ れ ら ２ 件 の 工 事 の 概 要 に つ き ま し て は 、 伊 佐 市 新 庁

舎 建 設 及 び 大 口 ふ れ あ い セ ン タ ー 大 規 模 改 修 に 伴 う 電 気

設 備 工 事 及 び 屋 内 外 給 排 水 衛 生 設 備 、 空 調 ・ 換 気 設 備 な

ど の 機 械 設 備 工 事 を 実 施 す る も の で す 。  

 

 以 上 、 議 案 ３ 件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り ま す 。 よ ろ し

く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

――― 降  壇  ―――   
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報 告 第 ４ 号 及 び 報 告 第 ５ 号 の 「 専 決 処 分 の 報 告 」 に つ

い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 こ れ ら ２ 件 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 第 180条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 市 長 の 専 決 事 項 に 指 定 さ れ た １ 件 100万 円

以 下 の 損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 並 び に 当 該 損 害 賠 償

に 係 る 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 に 関 し 専 決 処 分 し た も の で 、

同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

 

 報 告 第 ４ 号 に つ き ま し て は 、 本 市 が 貸 し 付 け て い る 市

有 地 に お い て 、 相 手 方 の 運 行 す る 車 両 が 通 過 し た 際 に 敷

地 内 管 理 用 通 路 が 陥 没 し た た め に 相 手 方 車 両 の 一 部 を 損

傷 し た も の で 、 損 害 賠 償 の 額 及 び 和 解 の 内 容 と い た し ま

し て は 、 事 故 の 過 失 割 合 は 、 市 を 100パ ー セ ン ト と し 、 市

は 相 手 方 に 19万 ８ 千 円 を 支 払 う こ と を も っ て 、 以 後 市 と

相 手 方 の 双 方 は 、 本 件 事 故 に 関 し 異 議 を 申 し 立 て な い こ

と を 確 約 す る も の で あ り ま す 。  

 

 次 の 報 告 第 ５ 号 「 令 和 ６ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ５ 号 ）」 に つ き ま し て は 、 報 告 第 ４ 号 に 係 る 損 害 賠 償

に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 そ の 財 源 に つ き ま し て は 、 繰 入 金 を も っ て 充 当 し て お

り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 19

万 ８ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ

ぞ れ 191億 7, 4 5 4万 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 以 上 で 報 告 ２ 件 の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

――― 降  壇  ―――  
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議 案 第 43号 か ら 議 案 第 45号 ま で 、 議 案 第 47号 か ら 議 案

第 55号 ま で 、 議 案 第 58号 及 び 議 案 第 59号 並 び に 諮 問 第 ２

号 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 ま ず 、 議 案 第 43号 か ら 議 案 第 45号 ま で の 「 大 口 地 方 卸

売 市 場 管 理 組 合 規 約 の 変 更 」、「 大 口 地 方 卸 売 市 場 管 理 組

合 の 解 散 」 及 び 「 大 口 地 方 卸 売 市 場 管 理 組 合 の 解 散 に 伴

う 財 産 処 分 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 こ れ ら ３ 件 に つ き ま し て は 、 大 口 地 方 卸 売 市 場 管 理 組

合 規 約 を 変 更 す る こ と 、 令 和 ７ 年 ３ 月 31日 を も っ て 同 組

合 を 解 散 す る こ と 及 び そ の 財 産 処 分 に つ い て 湧 水 町 と 協

議 し た い の で 、 地 方 自 治 法 第 290条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の

議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 47号 「 令 和 ６ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 ６ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 地 方 財 政 法 第 ７ 条 第 １ 項 に よ る 決 算 剰

余 金 の 積 立 て 及 び 職 員 給 与 費 な ど に つ い て 所 要 の 措 置 を

講 じ た も の で あ り ま す 。  

 

 補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 歳 出 か ら 順 次 説 明 い た し ま す 。  

 

 議 会 費 に つ き ま し て は 、 職 員 の 給 与 及 び 職 員 手 当 に 要

す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ 、 総 務 費 に つ き ま し

て は 、 財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 て 及 び 地 域 お こ し 協 力 隊 へ

の 起 業 補 助 に 要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お

り ま す 。  
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 民 生 費 に つ き ま し て は 、 物 価 高 騰 の 影 響 を 受 け る 私 立

保 育 所 等 に 対 し 、 給 食 材 料 費 の 一 部 を 支 援 す る 経 費 に つ

い て 新 た に 措 置 し 、 衛 生 費 に つ き ま し て は 、 老 朽 化 し た

水 道 管 の 布 設 替 に 係 る 財 源 の 変 更 に よ り 、 水 道 事 業 会 計

に 対 す る 出 資 金 に つ い て 減 額 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 農 林 水 産 業 費 に つ き ま し て は 、 広 域 農 道 の 舗 装 補 修 に

要 す る 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ 、 商 工 費 に つ き ま

し て は 、 市 内 公 園 外 灯 の Ｌ Ｅ Ｄ 化 に 要 す る 経 費 に つ い て

追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 土 木 費 に つ き ま し て は 、 県 が 実 施 す る 道 路 整 備 及 び 砂

防 メ ン テ ナ ン ス 工 事 に 対 す る 県 へ の 負 担 金 に つ い て 新 た

に 措 置 し 、 消 防 費 に つ き ま し て は 、 退 団 す る 消 防 団 員 の

増 加 に 伴 う 退 職 報 償 金 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り

ま す 。  

 

 教 育 費 に つ き ま し て は 、 西 太 良 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン

タ ー の 空 調 設 備 の 設 置 及 び 菱 刈 小 学 校 プ ー ル へ の 市 水 引

き 込 み 工 事 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し 、 災 害 復

旧 費 に つ き ま し て は 、 ７ 月 の 豪 雨 に よ る 災 害 復 旧 に 要 す

る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て お り ま す 。  

 

 以 上 、 歳 出 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、 こ れ ら の 財

源 に つ き ま し て は 、 地 方 特 例 交 付 金 、 地 方 交 付 税 、 分 担

金 及 び 負 担 金 、 使 用 料 及 び 手 数 料 、 県 支 出 金 、 財 産 収 入 、

寄 附 金 、 繰 越 金 及 び 諸 収 入 を も っ て 充 当 し 、 国 庫 支 出 金 、

繰 入 金 及 び 市 債 に 減 額 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ３

億 9,6 3 1万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳

出 そ れ ぞ れ 195億 7, 0 8 5万 ６ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  
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 こ の ほ か 、 債 務 負 担 行 為 に お い て 、 行 政 情 報 ネ ッ ト ワ

ー ク 化 基 盤 整 備 事 業 を 新 た に 追 加 す る 措 置 を 講 じ 、 地 方

債 で は 、 過 疎 対 策 事 業 及 び 臨 時 財 政 対 策 債 に つ い て 限 度

額 の 変 更 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 水 道 事 業 に つ い て 、 対 象

事 業 の 要 件 変 更 に 伴 い 、 廃 止 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 48号 「 令 和 ６ 年 度 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 事

業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 令 和 ５ 年 度 の

保 険 給 付 費 等 交 付 金 の 精 算 返 納 金 に 追 加 の 措 置 を 講 じ て

お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 871

万 ５ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ

ぞ れ 35億 4,5 9 1万 ５ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 49号 「 令 和 ６ 年 度 伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特

別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 地 方

財 政 法 第 ７ 条 第 １ 項 に よ る 決 算 剰 余 金 の 積 立 て 及 び 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 国 及 び 県 へ の

精 算 返 納 金 に 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

7,6 4 1万 ９ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

そ れ ぞ れ 31億 5,8 1 1万 ９ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  
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 次 に 、 議 案 第 50号 「 令 和 ６ 年 度 伊 佐 市 後 期 高 齢 者 医 療

特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、 歳 出 に お い て 、 一 般 会 計 と 同 じ く 職 員

給 与 費 に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た ほ か 、 広 域 連 合 納 付

金 に 追 加 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 807

万 ３ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ

ぞ れ ５ 億 107万 ３ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 51号 「 令 和 ６ 年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 補

正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、「 収 益 的 収 入 及 び 支 出 」 の 収 入 に お い て 、

水 道 事 業 収 益 を 12万 円 減 額 し 、 収 益 的 収 入 の 総 額 を ３ 億

6,0 5 4万 ９ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 支 出 に お い て は 、 水 道 事 業 費 用 を 48万 ７ 千 円 減 額 し 、

収 益 的 支 出 の 総 額 を ３ 億 1,2 7 1万 ６ 千 円 と す る も の で あ り

ま す 。  

 

 

 次 に 、「 資 本 的 収 入 及 び 支 出 」 の 収 入 に お い て 、 資 本 的

収 入 を 53万 ４ 千 円 追 加 し 、 資 本 的 収 入 の 総 額 を １ 億 1,6 9 5

万 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 支 出 に お い て は 、 資 本 的 支 出 を 84万 ５ 千 円 追 加 し 、 資

本 的 支 出 の 総 額 を ２ 億 1,2 7 4万 ６ 千 円 と す る も の で あ り ま

す 。  
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 な お 、 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額

9,5 7 9万 ６ 千 円 は 、 減 債 積 立 金 、 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資

金 及 び 当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 で 補 塡 す る も の

で あ り ま す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 52号 「 令 和 ６ 年 度 伊 佐 市 農 業 集 落 排 水 事

業 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 今 回 の 補 正 は 、「 収 益 的 収 入 及 び 支 出 」 の 支 出 に お い て 、

農 業 集 落 排 水 事 業 費 用 を ９ 万 ５ 千 円 追 加 し 、 収 益 的 支 出

の 総 額 を １ 億 7,3 9 2万 ４ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 53号 「 伊 佐 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 い 、 引 用 す る 条 項 の 整 理 な ど の 所

要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 54号 「 伊 佐 市 包 括 的 支 援 事 業 の 実 施 に 関

す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に

つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 介 護 保 険 法 施 行 規 則 及 び 指 定 介

護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防

支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関

す る 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 の 施 行 に 伴 い 、 地 域 包 括

支 援 セ ン タ ー に 配 置 す る 人 員 の 基 準 緩 和 に つ い て 、 所 要
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の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 55号 「 伊 佐 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個

人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く

個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 」 の 制 定 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 等 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 い 、 支 給 す る 給 付 金 の 名 称 を

変 更 す る こ と に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う も の で あ り ま す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 58号 「 財 産 の 取 得 」 に つ い て 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 職 員 業 務 用 端 末 の 購 入 に 係 る 仮

契 約 を 、 富 士 電 通 株 式 会 社 と ８ 月 ８ 日 に 締 結 し ま し た の

で 、 地 方 自 治 法 第 96条 第 １ 項 第 ８ 号 及 び 伊 佐 市 議 会 の 議

決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例

第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま

す 。  

 

 

 次 に 、 議 案 第 59号 「 令 和 ５ 年 度 伊 佐 市 水 道 事 業 会 計 未

処 分 利 益 剰 余 金 の 処 分 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 令 和 ５ 年 度 の 水 道 事 業 会 計 未 処

分 利 益 剰 余 金 １ 億 61万 5,4 6 6円 の う ち 、 5,5 0 0万 円 を 減 債

積 立 金 に 積 み 立 て 、 4,5 0 0万 円 を 自 己 資 本 金 に 組 み 入 れ 、

残 余 を 繰 り 越 す こ と に つ い て 、 地 方 公 営 企 業 法 第 32条 第

２ 項 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で あ り ま す 。  
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 次 に 、 諮 問 第 ２ 号 「 人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 」 に つ

い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 人 権 擁 護 委 員 の お 一 人 が 、 本

年 1 2月 3 1日 を も っ て 任 期 満 了 と な る こ と に 伴 い 、 福 田

十 二 子 氏 を 新 た な 候 補 者 と し て 推 薦 す る た め 、 人 権 擁

護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 意 見 を 求

め る も の で あ り ま す 。  

 

 福 田 氏 に つ き ま し て は 、 社 会 福 祉 法 人 菱 刈 福 祉 会 に

お い て 保 育 園 副 園 長 な ど を 歴 任 さ れ 、 主 任 児 童 委 員 や

伊 佐 市 学 校 運 営 協 議 会 委 員 と し て も ご 活 躍 さ れ て お り 、

地 域 の 方 々 の 相 談 や 助 言 、 指 導 に 当 た る な ど 、 信 望 も

厚 く 、 ま た そ の 人 格 、 識 見 に 優 れ 、 人 権 擁 護 に つ い て

理 解 の 深 い 方 で す の で 、 こ こ に 推 薦 す る も の で あ り ま

す 。  

 

 

 以 上 、 議 案 14件 及 び 諮 問 １ 件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り

ま す 。 よ ろ し く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

――― 降  壇  ――― 


